
地域防災力の向上で 「逃げ遅れゼロ」を目指して

『金浦地区防災計画』の策定
・・・取り組み成果報告・・・

金浦地区まちづくり自治協議会
防災部会

令和４年３月１８日

令和３年度 岡山県地区防災計画等作成モデル事業



金浦地区の概要

●地域の特性
・２級河川の吉田川水系が南北に、東西には用之江川水系

・吉浜、生江浜、金浦地区は江戸時代（1670年頃）の干拓地
⇒ 海抜「０ｍ地帯」が多くを占める

・金浦、生江浜地区は瀬戸内海（金浦湾）に隣接

⇒ 台風１６号（平成１６年）の高潮被災で防潮提整備
１／１７

●地域の構成と規模
・大河、相生、金浦、吉浜、旭が丘、生江浜の６地区

・約２，２００世帯、約４，６００人（笠岡市の約１０％）

※１地区の規模は約２００人から約１，２００人

生江浜
吉浜

吉田川



金浦地区まちづくり協議会の体制概要

会長
副会長２人

理事会
７地区の代表
３団体の代表
１０人
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環境部会
・空き家
・環境美化

交通防犯部会
・見守り隊
・青パト隊
・防犯対策

１１人 １１人 ７人１４人 ８人

各部会開催は年６回

２／１７

大河相生 生江浜金浦吉浜旭が丘 ６地区金浦地区

エリア

自主防災会

人口／世帯数
（R3.6現在）

２（南・北）１１ １ １

１ ２（鉄北・鉄南）１１ １ １ ７地区各４人
計２８人

８地区

208／98196／86 1,111／5611,036／482842／564 1,236／564 4,622／2196

２（鉄北・鉄南）

＜各地区の規模＞

地区

代議員 ４ ８（鉄北・鉄南）４４ ４ ４

金浦地区まちづくり
自治協議会
・平成２３年９月発足



これまでの１０年間の主な取り組み

避難

初期消火

研修・訓練

・格納箱の点検・整備

・防災講話・HUG・避難・消火操作他

・緊急避難場所の指定と一覧配布

・津波避難場所の指定・一覧配布

・指定緊急避難場所に表示板取付

・防災資機材の配備 防災倉庫２３基／１５個所

Ｈ24年度～Ｈ28年度 Ｈ29年度～Ｒ3年度

・海抜表示板の取付

H25

H25

H28

・各地区防災マップの作成・配布 H25～H26

H24

津波想定・３３個所

５４個所

５８個所

７地区（旭が丘地区除く）

６１個所R1

備考

資機材

要支援者支援

８回／７地区 ９回／７地区 目標：各地区２年に１回

R１～ Ｒ２年度から毎年度更新・個別避難計画を作成

区分 主な実施項目

H29

累計雨量３３０㎜：・・・７月５日8:20～７月７日16:50

・吉田川水系・用之江川水系が氾濫

吉浜・金浦地区が被災・・・浸水面積：１０９ha
・内水氾濫危険個所内の大溝川が氾濫

生江浜地区が被災・・・浸水面積：２ha

区分

床上浸水

床下浸水

計

合計

３０

８６

１１６

生江浜

１

２１

２２

金浦

０

３

３

吉浜

２９

６２

９１

生江浜地区

平成３０年７月西日本豪雨による被災

３／１７

吉浜地区



これまでの活動の振り返り

●平成３０年７月西日本豪雨の教訓が活かされていない

①被災時に、これまでの活動は活かされたか？・・・災害対策機能、近隣地区との連携・支援等

②被災以降、教訓が活かされた活動や施策であるか？・・・住民の避難行動と避難支援等

これからの活動の基本スタンス

南海トラフ巨大地震や水害（西日本豪雨規模）を想定

■住民の視点での防災・減災活動で、災害時の「逃げ遅れゼロ」を目指す

⇒ 地域特性や想定される災害に応じた、住民による自発的な防災活動に関する計画づくり

⇒ 自ら身を守り、家族・仲間を守り、地域を守るため、「支え合い・助け合い」の仕組みづくり

●個別避難計画を作成（２０２０年３月）したが、発災時に活用できるか？

◆災害時、住民支援活動ができる組織づくり

・自主防災会の機能強化と住民の認知

⇒ 地区の特性等を考慮した体制構築

・各地区自主防災会の活動支援と地区の相互支援

⇒ 防災部会の体制見直し

活動

４／１７

●自主防災組織づくりと防災活動の取り組みは地区により温度差が大きい

●地域としての防災活動の目標がない

組織

◆住民主体の自発的な防災活動の促進

・活動目標、活動指針等の策定・共有

⇒ 「地区防災計画」として文書化

・日頃から、顏の見える関係づくり

⇒ 研修・訓練等とおした地域のつながり
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新たな防災部会の体制

２０２１（Ｒ３）年４月 ～

・防災部会代議員は各地区自主防災会長

・防災士は各地区自主防災会に所属、代議員に追加

・防災部会の活動は年６回

※今後、更なる防災部会体制見直し予定

防災関係
機関
笠岡市

５／１７

連携

防災部会の体制見直し

２０１２（Ｈ２４）年５月発足 ～ ２０２１（Ｒ３）年３月まで

防災関係
機関
笠岡市

民生委員
福祉委員

町内会
行政協力
委員

住民の観点から、各地区自主防災会の活動目標・活動指針等の共有化を図り、自主防災会の

主体的な活動が支援できる体制を新たに構築する。

民生委員
福祉委員

町内会
行政協力
委員



□ 実施主体

金浦地区まちづくり自治協議会 防災部会

□ 対象エリア

金浦地域（小学校区）

約２２００世帯・約４６００人（R3年6月現在）

□ 活動期間

令和３年７月から令和４年２月

「金浦地区防災計画」の策定概要

□ 作成部会メンバ（２１人）

・金浦地区まちづくり協議会防災部会メンバ

・社会福祉協議会金浦支部の代表

・金浦地区民生委員の代表

・岡山県危機管理課、岡山県アドバイザー

・笠岡市危機管理課、地域福祉課

＜１２月作成部会から追加＞

・金浦公民館館長

計画作成
部会

・消防分団

・栄養委員会

・民生委員

・社協金浦支部

岡山県

アドバイザー

地域の防災

関係機関
笠岡市

・地域福祉課

・危機管理課

各地区
自主防災会長

防災士

地域の住民

＜基本的な計画策定スキーム＞

住民と共有 主体的活動

防災活動の目標と活動指針等の策定

金浦地区として、共助に基づく自発的防災活動を促進、地区の特性に応じた実行性のある地区

防災計画を、令和３年度岡山県地区防災計画作成モデル事業（笠岡市支援）として策定する。

６／１７



まちづくり
協議会
防災部会
・部会長

・防災士
代表 岡山県・アドバイザー

ワークショップ

各地区
住民

提案

テーマ毎意見交換

＜２～３グループ分け＞
反映

指導 ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ

定着

浸透

各地区
展開

７／１７

計画作成部会の進め方

災害（地震）は待ったなし！！！ ⇒ コロナ禍に配意した活動

①感染症対策が徹底できる活動場所 ⇒ 金浦公民館集会室で毎月活動（非常事態宣言時は活動休止）

②人数制約と効果的な活動 ⇒ 今年度：防災部会が主体で策定 ⇒ 次年度以降：各地区が主体で住民展開

各地区 防災関係者

連携

各地区 自主防災会

連携・支援

防災部会



金浦地区防災計画作成の活動概要

第１回
（７．１３）

第２回
（８、３）

防災部会
（９．１４）

第５回
（１２．１４）

第６回
（１．１８）

第７回
（２．８）

・モデル事業スタート
・体制、計画の進め方
と盛り込み内容案を
確認

・地区防災計画（案）

①本編、②資料編

③要支援者支援要領

④避難所開設・運営

ﾏﾆｭｱﾙの確認

・避難所開設・運営

マニュアル案を

協議

・要支援者支援案

を協議

・要支援者の支援体制
・個別避難計画の活用
・家庭での災害の備え
・防災資機材の配備

・地域の特性と災害リスク
の把握
・平常時と災害時の活動
・災害対策本部機能

・趣旨、方向性確認
・体制、計画の進め
方と盛り込み内容
の素案を協議

・円滑な開設・運営

と生活環境の確保

⇒ﾏﾆｭｱﾙに反映

・公民館の利用計画、

運営課題等協議

防災部会
（６．２９）

第４回
（１１．９）

・新たな避難体制
地域防災拠点
地区指定避難所

・避難行動判断
・地区防災ﾀｲﾑﾗｲﾝ

モデル事業概要

・岡山県

・アドバイザー
・笠岡市
・地域の関係者

作成説明会
（４．２８）

第３回
（１０．１２）

計画盛込み事項の検討・確認 避難所の開設・運営

地区防災計画作成部会を７回開催・・・まちづくり協議会防災部会を２回開催

・防災マップの改訂

・防災マップの改訂

・地区指定避難所一覧

活動報告

８／１８

注：（ ）は開催月日

計画の段取り確認 地域を知る・課題認識計画骨子・進め方確認 事前協議

笠
岡
市
防
災
会
議
に
提
案



□ 防災活動

・平常時における防災活動

・災害時における減災活動

・各地区の活動体制（組織図）

□ 防災資機材の整備

□ 災害時避難行動要支援者の支援

・要支援者の支援体制

・個別避難計画の作成と活用（別冊）

□ 笠岡市指定緊急避難場所と避難所

・定義と指定施設一覧

□ 家庭における災害への備え

・備蓄と非常持出品他

□ 活動目標

・自主防災組織の役割

・防災計画の対象範囲

□ 地区の概要

・地区別の特性と災害リスク

・今後、想定される地域の災害

□ 防災タイムライン（地震編・風水害編）

□ 災害対策本部機能

・地区災害対策本部と地域災害対策支援本部

・本部の班構成と担務

□ 避難行動判断（地震編・水害編）

□ 新たな避難体制

・地区指定緊急避難場所と避難所

・地域の防災拠点化

・避難のスキーム

・避難所開設・運営と避難所での生活環境確保

【資料編】（17P）
・地区防災マップ（改訂版）

・地区指定緊急避難所と避難所一覧（改訂版）

・防災資機材の配備一覧

・家庭での災害時の備えチェックリスト

・防災関係機関の連絡網

・笠岡市とライフラインの連絡・問合せ先

・地域の主な業者の連絡・問い合せ先

・地域の医療機関一覧

□ 基本方針

地域防災力の向上で逃げ遅れゼロを目指す「金浦地区防災計画」 （29P）

金浦地区防災計画の構成と主な内容

９／１７

活動目標、各地区の特性と想定される災害、平常時・災害時の活動、個別避難計画を活用した要支援者支援、

災害対策機能、地域の防災拠点化と新たな避難体制の構築等を盛り込む。



※個別避難計画の更新（毎年３月予定）の都度、
課題等見直し

※情報伝達・実践的避難訓練（毎年）等の都度、
課題等見直し

１０／１７

【別冊】

◆地域で支え・助け合う「避難行動要支援者
支援要領」（17P）

障害者や高齢者等避難行動要支援者に対する

地域の支援の考え方と体制及び個別避難計画

を活用した安否確認、避難支援及び避難支援者

の役割等を盛り込む。

【盛り込み内容】

□ 避難計画の作成・活用のスキーム

□ 要支援者名簿の受領から作成・更新の流れ

□ 要支援者の支援体制

□ 避難支援者の役割

□ 様式類と記入要領

・個別避難計画

・災害時避難行動要支援同意申請書

【別冊】

◆災害から命と暮らしを守る「避難所開設・運営

マニュアル（地震編）」（29P）

南海トラフ巨大地震を想定し、地域防災拠点の

金浦公民館を核とした、地域による主体的・自主

的な避難所の開設から運営の仕方と運営班の

構成と主要業務等を盛り込む。

【盛り込み内容】

□ 震度５強以上の場合、金浦公民館に避難

・開設主管自主防災会役員は、自動的に参集

□ 避難所の考え方、開設・運営時の留意点

□ 金浦公民館の開設から運営の流れ

□ 災害発生時の具体的な開設手順とポイント

□ 運営体制と運営班編成

□ 各運営班の主要業務

□ 避難所運営本部の運営要領

□ 金浦公民館の避難所としての利用計画

□ 開設キット 等



◆ 困っている人を、「地域」と「向う三軒・両隣り」で支え合い・助け合う関係づくり

高齢者や障害者など、災害時の避難行動や避難所などでの生活が困難な方（災害時避難行動要支援者）に

対して、近隣の方や自主防災組織などによる支援体制を確立し、状況に対応じた細かな救援を行う。

要支援者支援の基本スタンス

笠岡市地域福祉課

１１／１７

・要支援者名簿の作成

・個別避難計画の作成

・避難支援関係者に名簿、

個別避難計画を提供

・相談、サポート 等

重点取り組み施策１ 【 要支援者の支援（個別避難計画の作成・活用） 】

要配慮者

連携

共助

＜避難行動要支援者＞

名簿情報が提供されていない要支援者であっても避難行動支援を実施

・地域の支援スキームづくり
・「要支援者支援要領」の作成
・実行性を確保する取組み
・各地区のサポート

まちづくり協議会 防災部会連携

支援

・支援体制の構築
・個別避難計画の作成
・顏の見える関係づくり
・日頃の見守り
・災害時の支援 等

各地区 自主防災会

地域の防災関係機関

実効性を確保する取組
・個別避難計画の更新
・要支援者避難訓練
等を継続的に実施



避難行動要支援者名簿
（情報提供同意者）

避難支援者等 関係者

名簿情報の
提供同意確認

掲載
同意
返信

※要支援者未同意者名簿の提供
（災害時支援に必要な限度で提供）

障がい者・高齢者など自力避難

することが困難な方

・要支援者名簿の作成・管理

・避難支援関係者に名簿提供

・個別避難計画の作成・管理 等

②訪問・説明
③同意者作成

同意

④個別避難計画の提供

個別避難計画
（作成同意者）

避難行動要支援者

各地区自主防災会を主体に

近所の方や町内会、行政協力

委員、民生委員など

笠岡市 地域福祉課

個別避難計画の作成・活用スキーム

・平常時
見守り
顏の見える関係づくり

・避難支援者は３～４人／１人

・災害時

安否確認・避難支援等

個別避難計画の作成・更新状況

新規（Ｒ２年３月）

名簿掲載者

要支援者の訪問状況 個別避難計画の作成状況

名簿掲載者 支援要望者 合計

更新（R3年3月） １３９人

備考
区分

更新：名簿掲載者▲７の要因
・施設入居、死亡１３９人 １３９人

地区調査 合計

１３９人

１４６人

新規：名簿掲載者▲１８の要因
・訪問未同意、施設入居・死亡他

６２人 ４４人 １０２人１１１人 １７３人

同意

１２／１７

①要支援者名簿の提供

⑤名簿
現行化

要支援者名簿登載要件者



窓口
対応

住民

要配慮者

返信
郵送
持参

要支援者
名簿登載
要件者

ア．介護保険の要介護認定３～５

【名簿登載要件者】
区分 管理・ＤＢ担当

地域福祉課

長寿支援課

オ．難病患者

イ．身体障がい者手帳

ウ．療育手帳Ａ

エ．精神障がい者保険福祉手帳１・２級

カ．名簿掲載申請者

作成対象者

●作成対象者

・要支援名簿掲載者（同意者）

・名簿搭載要件者のカ項該当者

※日頃の地域のつながりで把握、訪問

自主防災会が支援の必要を認めた者

毎月更新
DBﾌｧｲﾙ

【地域福祉課】

避難行動要
支援者
ネットワーク
台帳

死亡者
リスト
（市民課）

毎月
投入

要支援者名簿
の作成・更新
（同意・未同意者）

必要
ﾃﾞｰﾀｰ取出し

【危機管理課】

要支援者名簿
（同意者）

地域福祉課
に報告

・必要事項ＤＢ投入
・修正、廃止処理

個別避難計画

・原本・写し

【各地区自主防災会】

・要支援者名簿
（同意者）

会長が受領・突合
現行化確認

◆避難支援関係者（訪問メンバ）
に計画作成・更新説明会を
開催（更新の都度）

避難支援関係者が更新・作成対象者を訪問、
ヒアンリング
・更新訪問時、写し持参し、修正
・新規時、個別避難計画作成

同意者

・更新時は個別避難計画を修正

・新規時は個別避難計画を作成

・個別避難計画
地区分写し保管

訪問
説明

報告

まちづくり協議会防災部会

・計画の金浦地区取り纏め

・写しと実施結果表を報告

防災関係機関
に２月頃提供

・受領取り纏め確認、報告

・写し保管

報告

【会長】

要支援者名簿作成と個別避難計画作成・更新のサイクル

１３／１７

支え合い 助け合い



重点取り組み施策２ 【 金浦地域の新たな避難体制づくり 】

地域住民の観点から、地域として被災時の要配慮者、高齢者等の「逃げ遅れゼロを目指す」とともに、避難者の

安心・安全な避難所生活を確保する。

・笠岡市指定避難場所の補完的な避難施設を各地区で指定、地域が主体的・自主的に避難所を開設・運営

・南海トラフ等大規模地震、或いは広域的被災時の住民支援のため、「地域の防災拠点化」づくり

笠岡市

避難と支援のフォーメーション

◆地区指定緊急避難場所：広場等

◆地区指定避難所：集会所等

・地区の災害対策本部機能

各地区

・笠岡市災害対策本部

・笠岡市指定避難所の開設・運営

・備蓄品の保管・供給

金浦公民館

金浦公民館 東広場

各
地
区

住
民

◆地域の防災拠点（金浦公民館）

・地域の備蓄拠点

・地域の災対支援本部機能

・地域の避難所

金浦
地域

避難体制の基本スタンス

１４／１７



地区指定緊急避難場所

【高台・広場等３３個所】

開
設
時
避
難

連携・支援

避難 避難

支援

在宅避難 車中避難

避難

連携・支援

代替避難所＜金浦中学校予定＞

災害対策
要請・支援

避難所運営
要請・支援

移動

笠岡市
災対本部

地域の備蓄拠点 地域の災対支援本部

地域の避難所

●地域の防災拠点

□ 災害対策機能と避難所で安心できる生活環境を確保

□ 地域完結型の「備蓄保管庫」を金浦公民館東広場に設置

□ 地域の自主的な避難所開設・運営マニュアルを作成

各地区 住民 他

地区指定避難所

【コミュニティ集会所等１３個所】

地区の災対本部

備蓄保管庫

地域の防災拠点【金浦公民館】 近隣で、災害リスクが
極めて低い旭が丘自主
防災会が駆け付け

要請・支給

避難行動要支援者

１５／１７

金浦地区の新たな避難のスキーム

車中避難場所
＜隣接の笠岡市所有地＞

福
祉
避
難
所
（
笠
岡
学
園
）

移送

移送

●避難所の呼称

□ 地区指定避難所⇒届出避難所（仮称）

□ 地区指定緊急避難場所⇒地区一時（いっとき）避難場所
⇒ ※笠岡市地域防災計画で定義



２０２２（Ｒ４）年度 ２０２４（Ｒ６）年度～２０２３（Ｒ５）年度

防災部会

・新たな視点で活動開始
・住民共有

・定着
・地区防災計画の改訂

・普及
・訓練等で検証・見直し

＜環境整備ＳＴＥＰ１＞ ＜環境整備ＳＴＥＰ２＞

各地区
自主防災会

・避難訓練等による検証
・拠点機能の整備

・防災研修会、避難訓練等の計画・実施

・備蓄保管庫の設置・防災拠点の整備

・各地区指定避難所（集会所等）の整備

・笠岡市と緒課題の解決と市内への拡大促進

・住民説明

・避難開設・運営の見直し・改善

・地区災対・地域支援本部の運営演習（机上・実践）

今後の主な取り組み

１６／１７

・避難開設・運営の具体化

・開設キット製作
・様式集の作成

・地区指定避難所
表示板設置

・防災マップ改訂版
・指定避難所等一欄
・ダイジェスト版

・新たな防災部会の体制検討

備蓄品
物資等
順位付け

・主体的に活動する組織づくり

２０２１（Ｒ３）年度

・地区防災計画策定

・全世帯配布

・新たな部会のスタート



地域主体で笠岡市と連携、解決する主な課題

笠岡市内への拡大促進に関する取り組みの提案

◆個別避難計画（２０２０年度に作成・その後更新）
・個別避難計画を活用した「避難行動要支援者支援」の制度化
・笠岡市地域防災計画へ策定とその扱いを盛り込み
・市民と自主防災組織に目的と必要性を説明

◆地区防災計画
・「笠岡市地区防災計画制度の運用」に関する制度化
・笠岡市地域防災計画へ策定とその扱いを盛り込み
・市内の自主防災組織へ目的と必要性を説明

●笠岡市地域防災計画

の盛り込み・改訂
●笠岡市自主防災連絡

協議会の活用

●笠岡市ＨＰ、広報紙を

活用した住民共有

地域と笠岡市関係者で

意見交換

●笠岡市ＨＰ、広報紙を

活用した住民共有

●笠岡市地域防災計画

に盛り込み・改訂

１．住民の迅速・安全な避難
□ 地区指定避難所と地区指定緊急避難場所の呼称と定義

３．避難所での安心できる生活環境の確保

□ 備蓄品・物資等の避難所への供給ルールづくり。
□ 仮設トイレの要請から設置・維持に関するルールづくり。

４．避難行動要支援者の避難の仕方と福祉避難所への移送

□ 避難所生活の要支援者の福祉避難所への移送ルールづくり。
※指定福祉避難所の指定とその受入対象者の指定（公示）
制度の導入と併せた福祉関係者との事前協議

２．地域防災拠点＜金浦公民館＞の代替避難所の確保

□ 笠岡市指定避難所の金浦中学校を指定。
□ 休日、夜間等施設管理者不在時の開設・運営ルールづくり。

金浦地区のノウハウ活用
１７／１７

災害時の実行性確保


